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国
民
が
ゆ
と
り
と
豊
か
さ

を
実
感
し
、
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実

現
を
目
指
し
、
地
方
分
権
改

革
を
総
合
的
・
計
画
的
に
推

進
す
る
た
め
、
平
成
18
年
12

月
15
日
に
「
地
方
分
権
改
革

推
進
法
」が
成
立
し
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
、
地
方
分
権

改
革
の
推
進
に
つ
い
て
、
基

本
理
念
や
国
と
地
方
の
責

務
、
施
策
の
基
本
的
な
事
項

を
定
め
、
必
要
な
体
制
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
結

果
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て

国
と
地
方
の
役
割
分
担
や
国

の
関
与
の
あ
り
方
を
見
直

し
、
こ
れ
に
応
じ
た
税
源
配

分
な
ど
財
政
上
の
措
置
の
あ

り
方
を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政

体
制
の
整
備
と
確
立
を
図
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
地
方
分
権
改
革

は
「
地
域
主
権
改
革
」
と
形

を
変
え
、
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。

　

住
民
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
て
い
る
現
代
で
は
、
今
ま
で
の

よ
う
に
国
が
主
導
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
が
個
性
を
生
か

し
て
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
そ
の
た
め
市
で
は
、
国
が
持
つ
権
限
や
財
源
を
住

民
に
近
い
市
町
村
に
移
す
「
権
限
移
譲
」
と
し
て
、
４
月
か

ら
国
や
県
に
代
わ
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
。
市
民
の
み

な
さ
ん
の
利
便
性
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

経
営
企
画
課　

☎
（
36
）
１
１
９
２

●４月１日から移譲される主な事務

番号 移譲事務の概要 市の窓口

1 身体障害者相談員による相談対応、援助など（委託） 福祉課

2 知的障害者相談員による相談対応、援助など（委託） 福祉課

3 農地の権利移動許可など 農業委員会

4 家庭用品の販売業者に対する表示の指示、立入検査など 商工観光課

5 第二種社会福祉事業のうち隣保事業の届け出、立入検査など 人権対策課

6 ガス事業法に基づく販売事業者からの報告徴収など 商工観光課

7 電気用品安全法に基づく販売事業者からの報告徴収など 商工観光課

8 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づ
く販売事業者からの報告徴収など 商工観光課

9 消費者生活用製品安全法に基づく販売事業者からの報告徴収など 商工観光課

10 緑地面積率にかかる地域準則の策定、特定工場新設の届け出受理など 定住化推進室

11 商店街整備計画、店舗集団化計画の認定など 商工観光課

12 土地区画整理事業施行地区内の建築行為の許可など 都市計画課

13 路外駐車場設置等の届け出受理、立入検査など 維持管理課

14 市が施行する住宅地区改良事業地区内の建築行為の許可、原状回復
命令など 都市計画課

15 流通業務地区内の施設建設の許可、違反施設の移転命令など 都市計画課

16 都市計画の決定、都市計画施設区域や市街地開発事業施行区域内の
建築許可、都市計画事業地内の建築の許可など 都市計画課

17 市街地再開発促進区域内の建築許可、第一種市街地再開発事業施行
地区内の建築行為許可など 都市計画課

18 緑地保全地域での行為の規制、原状回復命令など 建設課

19 拠点整備促進区域内の建築行為の許可、原状回復命令など 都市計画課

20 賃貸住宅の供給計画の認定、報告徴収、改善命令など 建築課

21 被災市街地復興推進地域内の建築行為の許可、原状回復命令など 都市計画課

22 施行予定者が定められている防災都市計画施設区域内の建築許可など 都市計画課

23 マンション建替組合設立の認可、個人施行マンション建替事業の認可など 建築課

24 特定路外駐車場設置の届け出受理、基準適合命令など 維持管理課

25 騒音規制法に基づく規制地域の指定や騒音状況の常時監視など 生活環境課

26 悪臭防止法に基づく規制地域の指定や基準の設定など 生活環境課

27 振動規制法に基づく規制地域の指定や基準の設定など 生活環境課

28 騒音にかかる環境基準の地域類型の指定など 生活環境課

主
権
は
「
国
か
ら
地
方
へ
」

地
域
主
権
改
革
の
一
環
「
権
限
移
譲
」

地
域
に
即
し
た
サ
ー
ビ
ス
が
可
能
に

　
地
域
主
権
改
革
は
、「
日

本
国
憲
法
の
理
念
の
下
に
、

住
民
に
身
近
な
行
政
は
、
地

方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ

総
合
的
に
広
く
担
う
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民

が
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お

い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
改
革
」
を
理
念

と
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
こ

と
は
地
域
に
住
む
住
民
が
責

任
を
持
っ
て
決
め
る
こ
と

で
、
活
気
に
満
ち
た
地
域
社

会
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
主
権
改
革
の

全
体
像
と
し
て
次
の
よ
う
に

定
め
て
い
ま
す
。

①
国
と
地
方
が
、
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関

係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
地
域
の
自
主
的
判
断

を
尊
重
し
な
が
ら
、
国
と

地
方
が
協
働
し
て
「
国
の

か
た
ち
」
を
つ
く
る

②
「
補
完
性
の
原
則
」
に
基

づ
き
、
住
民
に
身
近
な
行

政
は
で
き
る
限
り
地
方
公

共
団
体
に
委
ね
る
こ
と
を

基
本
と
す
る

③
住
民
に
身
近
な
基
礎
自
治

体
を
重
視
す
る

　
住
民
や
地
域
ご
と
に
ニ
ー

ズ
が
多
様
化
し
て
い
る
現
代

で
は
、
国
が
全
国
一
律
に
画

一
の
基
準
を
定
め
て
お
金
を

配
分
す
る
の
で
は
な
く
、
地

域
が
個
性
を
生
か
し
て
、
そ

の
地
域
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
施
策
を
展
開
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　
地
域
主
権
改
革
の
一
環
と

し
て
実
施
さ
れ
る
「
権
限
移

譲
」
は
、
国
の
持
つ
権
限
や

財
源
を
住
民
に
近
い
市
町
村

に
移
す
こ
と
を
進
め
て
い
こ

う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
権
限
移
譲
は
、
地
域
主
権

改
革
の
理
念
を
実
現
す
る
た

め
、
住
民
に
身
近
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
は
住
民
に
身
近
な

市
町
村
で
処
理
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村

が
「
自
己
完
結
型
自
治
体
」

に
転
換
す
る
こ
と
で
個
性
豊

か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
づ

く
り
が
で
き
る
よ
う
に
、
国

や
県
か
ら
市
町
村
へ
と
権
限

が
移
譲
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
身
近
な
市
町
村
で
提
供
で

き
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
権
限
が

増
え
れ
ば
、
住
民
や
地
域
の

事
業
者
の
利
便
性
の
向
上
に

つ
な
が
る
と
と
も
に
、
一
連

の
事
務
を
市
町
村
が
自
己
完

結
的
に
処
理
す
る
こ
と
で
、

事
務
処
理
の
迅
速
化
や
地
域

の
実
態
に
即
し
た
対
応
が
可

能
と
な
り
、
主
体
的
・
総
合

的
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　
４
月
１
日
（
日
）
か
ら
移

譲
さ
れ
る
主
な
事
務
は
左
表

の
と
お
り
で
す
。

４
月
か
ら
市
役
所
が
窓
口
に

４
月
か
ら
市
役
所
が
窓
口
に

国
や
県
に
代
わ
っ
て
事
務
を
受
付


